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検
察
庁
職
員
は
、
犯
罪
捜
査
に
関
し
、
つ
ね
に
収
監
状
、
逮
捕
状
、
勾
留
状
等
の
執
行
を
な
す
た
め
、
日
曜
、
土
曜
、
夜

半
を
問
わ
ず
出
動
す
る
。 

こ
の
故
を
も
つ
て
、
検
察
庁
職
員
を
特
別
職
に
編
入
す
べ
き
が
妥
当
で
あ
る
と
信
ず
る
が
、
政
府
の
御
方
針
を
承
り
た

い
。 右

質
問
す
る
。 
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